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第１ 前経営強化計画の実績についての総括 

(１) 経営環境 

当信用組合は、平成 24 年１月に金融機能の強化のための特別措置に関する法

律（以下、「金融機能強化法」という。）附則第 11 条に規定する震災特例協同組

織金融機関として全国信用協同組合連合会（以下、「全信組連」という。）を通

じ 160 億円の資本支援を受け、資本の増強を図り、特定震災特例経営強化計画

を策定し、地域に密着した金融機関として東日本大震災からの復旧・復興に向

け全力で中小零細事業者・個人の皆様に対し積極的な信用供与の維持・拡大と

各種サービスの提供に取り組んで参りました。

さらに、宮城県南部及び仙台市の一部を営業エリアとしている五城信用組合と

平成 25 年 11 月 25 日に合併し、被災地の地域金融機関としてより一層、被災地

域の復旧・復興、地域の皆様の生活向上に貢献し、地域にとってなくてはならな

い信用組合を目指して参りました。

    当信用組合の営業地区におきましては、震災からの復旧・復興に向け強い意

志を持ち緩やかながらも着実に前に進んでいることが感じられ、公共工事が増

加を続けているほか、住宅投資も高水準で推移し、県内景気も着実な持ち直し

が感じられるものの、現在においても、原発事故に伴う帰還困難区域等の指定

（一部解除により立入可能地区も有り）により地域住民が避難生活を余儀なく

されており、生活基盤・経済活動基盤が損なわれている状況が継続し、さらに

は放射能被害による風評の影響を現在も受けております。

このため、原発事故の避難地域においては、行政と常に連絡を取り合い、休

止事業者の事業再開に向けたサポートを行い、避難地域以外の地域においては、

東電からの賠償金終了後の事業者の今後の動向（事業廃止・事業再生・事業承

継等）についてサポートを行う等、各地域における現況の事業環境や将来性等

に即した具体的かつ明確な戦略を打ち立て実践しております。

 また、各施策の確実な遂行と地域への十分な貢献を実現するため、組織力・

人材の強化を図っております。

(２) 前計画期間（平成 23 年 4 月～平成 28 年 3 月）における取組み状況 

 ① 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策に対する実績 

ア．信用供与の実施に係るシステムの活用 

     当信用組合は、地域に密着した金融機関として、これまで培って参りまし

たお客様との信頼関係や、個別訪問による震災後の蓄積情報等を基本に、信

用リスク管理システムを活用した取引方針の検討、速やかな経営分析及び与

信判断を行い、融資推進を図るとともに、財務規模の小さい中小零細事業者

の強みや弱みを見極め、サポートを行っており、特に必要と判断した与信先

について、顧問契約を結んでいる中小企業診断士の常時訪問による経営指導

を行って参りました。（経営改善支援取組先：平成 23 年度から平成 25 年度ま

で 60 先、平成 26 年度 33 先、平成 27 年度 46 先）
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イ．経営改善支援委員会の設置 

     当信用組合では、信用供与の円滑化を図るため、融資部を中心としたスタ

ッフで経営改善支援委員会（現在４名体制）を設置しております。

平成 24 年４月以降においては、同委員会を毎月開催し、経営改善計画書を

徴求した大口の債務者につきまして、常時営業店の管理職が訪問し、進捗状

況を管理するとともに、経営改善支援委員会においてその内容を精査し、改

善が遅れている項目の指導提案やコスト削減等の管理指導を行って参りまし

た。

     また、条件変更実行先について、大口先（貸出残高４千万円以上：21 先）

は四半期ごと、中口先（同１千万円以上４千万円未満：27 先）は年次ベース

で、それぞれ期中管理表により管理しているほか、小口先（同１千万円未満：

46 先）は決算書更新の都度、業況管理を行って参りました。 

     さらに、震災及び原発事故後の影響による所得申告がなされていないお客

様は大分減少したとはいえ、原発事故の避難により止む無く事業活動を休止

されているお客様や、旧避難地域を含め暫定的な猶予措置の経緯から所得申

告が未済のお客様におきましても、担当部署管理課、審査課と営業店が協議

し、経営改善支援委員会にて協議把握に努めるなど復興に向けた融資や再生

支援等への取組みを行って参りました。

ウ．休日融資相談会の実施 

     窓口営業時間に来店されることが困難なお客様のために、個別訪問活動や

夜間融資相談会を実施しておりました折に、休日の融資相談機会を求める声

が多数寄せられましたことから、平成24年６月より夜間融資相談会に代えて、

月２回午前９時から午後５時まで、顧客利便性向上の観点より休日融資相談

会を開催することといたしました。また、その後のお客様の来店動向を踏ま

え、実施店舗の見直しを図り、平成 27 年４月からは本店、原町支店、岩沼支

店にて休日融資相談会を実施しております。 

     なお、平成 24 年 12 月から平成 28 年３月までの相談会での相談受付件数は

494 件、融資実行は 131 件の 1,266 百万円となりました。 

エ．相談所の設置 

     当信用組合では、双葉郡からの避難者対応のため会津若松市、二本松市に

それぞれ相談所を開設し、復旧・復興等にかかる相談業務及び預金業務の取

扱いを継続実施しておりますほか、お客様の強い要望により、いわき相談所

を支店に格上げし、住宅建設費用やマイカー購入費用等の復興に伴う資金需

要に積極的に対応いたしました。

     また、返済方法の変更等の条件変更に係る相談を積極的且つ継続的に対応

して参りました。 

     なお、相談所開設後の相談件数につきましては、会津若松相談所 1,387 件、
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二本松相談所 492 件、いわき支店（旧いわき相談所）968 件となりました。 

オ．戦略的営業活動の展開 

ａ．地域に密着した営業活動の実践 

      当信用組合の営業エリアでは、現在においても、原発事故に伴う帰還困

難区域等の指定（一部解除により立入可能地区も有り）により地域住民が

避難生活を余儀なくされており、生活基盤・経済活動基盤が損なわれてい

る状況が継続し、さらには放射能被害による風評の影響を現在も受けてお

ります。

      一方、津波による被災地では、防災集団移転促進事業による被災土地の

買上げ、また、移転候補地が決まるなど徐々に復興が進んでいる状況であ

り、住宅ローンのニーズも発生していることから、被災した個人の方への

個別訪問活動を実施したほか、事業者の方へは、毎週水曜日を事業所開拓

専門日（集金等を行わず開拓に特化）として重点的に訪問するなど、フェ

イス・ツー・フェイスによる地域に密着した営業活動を推進して参りまし

た。

      地域別の震災復興状況に合わせ、平成 27 年４月より、休日融資相談会を

本店、原町支店、岩沼支店の３店舗に集約のうえ開催し、被災者支援や地

域に密着した営業基盤構築のため事業所や個人宅（平成 27 年４月～９月は

岩沼市、10 月～11 月は亘理町〈宮城県〉）を訪問する人員の増加（休日融

資相談会対応者以外の職員）を図り活動を強化して参りました。

ｂ．営業エリアの拡大 

当信用組合では、宮城県南部に避難されている方々への手厚いサポート

が可能となることなどから、同地域へ営業エリアを拡大いたしました。同

地域におきましては、宮城県の新店舗第１号となる亘理支店（亘理郡亘理

町逢隈地区）を平成 25 年７月３日に開設いたしました。 

      さらに、宮城県南部及び仙台市の一部を営業エリアとしている五城信用

組合（本店所在地：宮城県柴田郡大河原町）と、平成 25 年 11 月 25 日に合

併いたしました。この合併を機に、被災地の地域金融機関としてより一層、

被災地域の復旧・復興、地域の皆様の生活向上に貢献し、地域にとってな

くてはならない信用組合を目指しております。 

ｃ．中小零細事業者向け商品の販売 

当信用組合では、地域金融の円滑化のため、東日本大震災以前より資金

調達力の乏しい中小零細事業者向け事業性融資商品「ＳＳサポートプラス

ワン」等を提供しております（平成 28 年３月末現在の「ＳＳサポートプラ

スワン」の取扱実績：63 件 57 百万円）。
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カ．担保または保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模事業者の

需要に対応した信用供与の条件または方法の充実のための方策 

当信用組合は信用リスク管理システムに基づき取引方針を決定して推進し

ており、その結果による格付に基づき信用枠を設けるなど、担保または保証

に依存しない融資を実践して参りました。そのために経営者保証ＧＬの営業

店への周知徹底を継続しており、格付及び資金計画の妥当性により、担保に

依存しないよう融資審査を実施、結果、担保以上の融資枠として取り組んで

おります。

  ② 被災者への信用供与の状況及び被災者への支援をはじめとする被災地域にお

ける東日本大震災からの復興に資する方策に対する実績 

   ア．被災者への信用供与の状況 

東日本大震災による当信用組合の信用供与先の被害は甚大であり、津波や地

震による建物・店舗等の全半壊、原発事故による風評被害や企業活動休止によ

る収入減、さらには、原発事故での避難等による被害などがあり、全与信先を

対象として、訪問や電話連絡等により被災状況を確認した結果、判明した被害

状況は、1,703先、15,752百万円となっておりました。 

こうした中、当信用組合では、被災者の現況を適時把握し、被災者の復興 

支援に取り組んだ結果並びに東京電力㈱からの賠償金による回収により、平 

成28年３月期の上記被災者にかかる被害状況は367先4,154百万円まで減少い 

たしました。 

しかしながら、震災の発生から５年以上が経過した現在においても、原発

事故等の影響が続いていることから、引き続きニーズの発掘に努め被災者の

復興支援に取り組んで参ります。 

イ．被災信用供与先への対応 

     当信用組合の主要な営業エリアである福島県の相双地区につきましては、

東日本大震災の発生から５年以上が経過した現在においても、原発事故等の

影響が続いております。このため、当信用組合では、訪問や電話連絡等によ

り被災者の現況を適時把握して、新規融資及び条件変更を含めたニーズに対

応すべく、被災者の復興支援に取り組んでおります。

ウ．営業店拠点機能の維持・強化と機能の見直し 

     当信用組合におきましては、合併により店舗数が 14 店舗となりましたが、

東日本大震災に伴う原発事故の影響により現在も浪江・大熊・富岡支店の３

店舗が臨時休業を余儀なくされております。 

     また、当該地域から避難されたお客様の状況等に鑑み、会津若松市・二本

松市にそれぞれ相談所の継続営業を実施しており、各種ご相談に応じており

ます。 

     さらに、営業エリアを拡大した宮城県亘理町に平成 25 年７月に亘理支店を
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開設し、宮城県方面に避難しているお客様の利便性向上も図り、平成 25 年 11

月の合併後においては、大河原・岩沼・蔵王支店と仙南地区の店舗が増えた

ことから、仙南地区における月２回日曜日に職員によるローラー活動を行い、

新規顧客の拡大による基盤拡充を図って参りました。

エ．震災復興に向けた新商品の提供 

    ａ．事業者向け復興融資 

      当信用組合では、事業者への信用供与につきましては、福島県の緊急経

済対策公的支援制度の融資である「ふくしま復興特別資金」等を活用する

ほか、避難されたお客様への訪問等を通じ、各事業者の置かれた状況をき

め細かく把握し、事業再開の相談等に真摯に対応することで、復旧・復興

に向けた資金ニーズの把握に努めております。特に「そうごしんくみ復興

特別資金」及び「そうごしんくみ復興アパートローン」の取扱いについて

は、お客様の融資ニーズにお応えするため、一定の限度額を設けながら延

長し、平成 29 年３月末まで引き続き資金提供して参ります。

      「そうごしんくみ復興アパートローン」は、津波による自宅等被害を受

けた方々の仮設住宅離れによるアパートの需要や、復興事業従事者の宿泊

施設需要が多く、現在も南相馬市以北の福島県内や宮城県営業エリアのア

パート建設資金として提供しております。

      なお、平成 28 年３月期までの「そうごしんくみ復興特別資金」の取扱い

は 96 件 1,316 百万円、「そうごしんくみ復興アパートローン」の取扱いは

繋ぎ資金の実行額を含め 264 件 14,040 百万円となっております。 

ｂ．被災者向け住宅ローン

      当信用組合では、住宅の再建支援策として、平成 23 年９月に金利を優遇

した災害復旧住宅ローンの取扱いを開始いたしました。

      平成 24 年度以降は、相馬市・新地町による土地買取価格の調整が図られ

たほか、平成 26 年度以降は、相馬市・南相馬市の防災集団移転促進事業が

促進され、平成 28 年３月期までの当信用組合に対する土地買上げ代金振り

込みは、累計 465 件：3,281 百万円に達するとともに、平成 28 年３月期ま

での災害復旧住宅ローン実行累計は220件：4,156百万円まで進捗するなど、

被災者の復旧の一助を担って参りました。 

ｃ．被災者への生活支援融資

      当信用組合では震災後被災者の生活支援のため、震災により自宅や車等

が流失する損害を受けたお客様へのマイカー、リフォーム資金等の無担保

の融資商品「そうごしんくみ災害復旧ローン（正式名称「東日本大震災復

旧ローン」）」を平成 23 年９月より取扱開始し対応して参りました。 

      さらに顧客状況に合わせた柔軟なプロパー型消費者ローン「ナイスロー

ンⅠ・Ⅱ」を平成 26 年８月より取扱開始し、無担保ながら低利の金利設定
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を図って参りました。 

オ．被災したお客様の事業再生・事業承継へ向けての支援 

 ａ．事業再生に対する支援 

      東日本大震災の影響を受けたお客様の実態につきましては、震災以降、

個別訪問の頻度を高めるなど、日々の渉外活動を通じた状況把握に努めて

おり、早期の事業再生が必要とされるお客様を速やかに把握し、事業再生

に向けた態勢を整えて参りました。

      支援先に対しては、当信用組合と顧問契約を結んでいる中小企業診断士

を活用した支援（258 件）、福島県産業振興センターの専門家派遣事業を活

用した専門家派遣支援（53 件）、よろず支援拠点コーディネーターを活用し

た支援（８件）などにより経営上抱える問題の解決に取り組み、経営改善

計画書の作成支援を実施して参りました。

 ｂ．事業承継に対する支援 

     ・事業承継支援の取組み

       当信用組合のお客様である中小零細企業や小規模事業者の中には東日

本大震災の被害から経営者の交代を余儀なくされ、あるいは震災を契機

に経営の代替わりを進めるなど、事業の承継を検討される先があるもの

と想定されることから、当該経営権の移譲に付随して発生する税務面や

法務面等の各種問題に対する支援を適切に行えるよう、当信用組合と顧

問契約を結んでいる中小企業診断士と連携して提案から実行までの一貫

した事業承継を支援できる態勢を整えて参りました。

    ｃ．中小企業再生支援協議会との連携 

      当信用組合は、中小企業再生支援協議会との連携を強化し、同協議会を

通じ外部の専門家の様々な知識・経験を活用することで、被災された中小

規模事業者の事業再建に資する取組みを推進しておりました。現在、福島

県におきましては「福島県産業振興センター」に窓口が一元化されており、

常時情報交換を行っております。

ｄ．事業再生ファンド等の活用 

     ・「福島県産業復興相談センター」

       当信用組合は、福島県産業復興相談センターと連携を図りながら被災

された中小企業者・小規模事業者の状況に応じた支援を実施するため、

同センターを相談窓口として積極的に活用し、平成 27 年度までの相談件

数は７件となりました。 

・「福島産業復興機構」

       当信用組合は、被災したお客様の迅速な事業再開を通じた被災地域の
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復興を図るため、平成 23 年 12 月に福島県、独立行政法人中小企業基盤

整備機構及び県内金融機関との共同出資により設立した「福島産業復興

機構」に有限責任組合員として資本参加しており、地域復興に向けた金

融面からの取組みを後押しするとともに、事業再生が見込まれるお客様

について、同機構の活用を検討し、事業再開や事業再生を支援する体制

を整えて参りました。 

       平成 27 年度までの同機構による支援決定は５件（うち４件買取、１件

当組合で独自支援）となりました。 

     ・「東日本大震災事業者再生支援機構」

       東日本大震災事業者再生支援機構の特性を考慮し、できる限り多くの

お客様に対し、事業再生の機会がご提供できるよう日々の営業活動にお

いて状況把握に努めており、同機構の積極的な活用を本部、営業店と連

携して推進して参りました。 

       なお、当組合融資先の債権買取が完了した先は平成 27 年度までに３先

となりました。 

     ・「しんくみリカバリ」

       信用組合業界では、業界専用の再生ファンドである「しんくみリカバ

リ」を設立して、地域の中小企業の再生と活性化に向けた取組みを進め

て参りましたが、実績はありませんでした。

       なお、福島県内の中小企業を対象とした再生ファンド「うつくしま未

来ファンド」、地域活性ファンド「６次化事業体（合弁会社）」及びファ

ンドが必要な成長資金を供給し、形成困難であった異業種との強力な結

びつきを、ファンドによる戦力的連携により実現させることを目的とし

た「ふくしま地域産業６次化復興ファンド」に参加し、事業再生支援に

向けた態勢の充実に努めて参りました。

    ｅ．私的整理ガイドラインに基づく債務整理への対応

      個人版私的整理ガイドラインによる債務整理への対応につきましては、

パンフレットを持参しながら個別訪問により丁寧な説明を心掛けて周知を

図って参りました。平成 27 年度までの同意済は２先となっております。 

③ その他主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策に 

対する実績 

ア．創業または新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化 

     当信用組合では、各種団体や地域の商工会議所・商工会等と連携し情報の

集積及び発信機能（東日本大震災からの経営再建や起業・新規事業展開に役

立つ情報提供等）を強化するとともに、毎週水曜日には各営業店の得意先係

が事業所開拓を集中的に実施しており、業務推進と共に事業転換、第２創業
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等の情報収集に努めております。さらに、対象先へは当信用組合と顧問契約

を結んでいる中小企業診断士と本部担当者、営業店担当者の帯同訪問により、

ものづくり補助金申請等のアドバイスを実施して参りました。 

     併せて、創業または新規事業の開拓に対する支援に関する各種団体の研

修・説明会等へ積極的に職員が参加して参りました。 

   イ．経営に関する相談その他の取引先の企業（個人事業者を含む）に対する支

援に係る機能の強化 

当信用組合では、原発事故の影響を受け、地域復興が不透明でさらに長期

化することが見込まれるなか、中小規模事業者が抱える経営問題が時々刻々

と変化しており、事業再建や経営改善に向けた多種多様な金融支援が求めら

れていると認識しております。 

     事業再建や経営改善支援にかかる相談につきましては、顧問契約を結んで

おります中小企業診断士の随時訪問による経営指導及び他の支援機関と連携

を図り、専門家派遣等を行って参りました。 

     また、お客様の東日本大震災からの復興ステージに応じた事業再建や経営

改善に向け、当面の運転資金の融資のほか、財務内容改善をはじめとする経

営改革や経営改善計画についての提案・助言等についても経営改善支援事業

を通じ積極的に実施して参りました。

   ウ．早期の事業再生に資する方策 

 当信用組合は、日々の渉外活動において経営環境の変化や財務情報等の定

量面における状況把握に加え、ヒアリングやモニタリングにより、経営者の

意欲等の定性面の実態把握に努めており、お客様の状況を総合的に勘案した

うえで、中小企業診断士、税理士、弁護士等の各種専門家との協働や「福島

県産業復興相談センターの各種専門家派遣」、「中小企業再生支援協議会」、

「よろず拠点」との連携のほか、中小企業基盤整備機構との連携も図り中小

企業者の事業再生に向けた様々な問題の解決、さらには支援するための態勢

を構築して参りました。 

     また、早期の事業再生が必要と認められる大口与信先や、再生プロセスが

長期間に及ぶお客様についても経営改善支援委員会により中小企業診断士を

擁して事業再生に向けた支援実施を指示して参りました。 

   エ．事業の承継に対する支援に係る機能の強化 

当信用組合のお客様である中小零細企業や小規模事業者の中には東日本大

震災及び原発事故に伴う影響、あるいは経営者の高齢化等により代替わりを

考えている方がおり、事業の承継を検討している方の相談に乗り、当該経営

権の移譲に付随して発生する税務面や法務面等の各種問題に対する支援を適

切に行えるよう、当該事業者の税理士及び当信用組合と顧問契約を結んでい

る中小企業診断士と連携して提案から実行まで、一貫した事業承継支援を実
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施して参りました。 

(３) 資産負債の状況 

① 預積金 

預積金は、津波被災地の土地買い上げ資金や東京電力からの賠償金等の入金、

さらに、地方公共団体の預託金並びに五城信用組合との合併により平成 28 年３月

末預金残高 77,329 百万円となり、平成 23 年３月末預金残高 46,397 百万円に対し

30,932 百万円増加いたしました。 

② 貸出金 

震災の影響が大きい 23 年度は震災前に比し 1,167 百万円減少し、その後さらに

休業する浪江・大熊・富岡支店の顧客において東京電力㈱からの賠償金による

7,183 百万円の繰上げ完済はありましたが、「復興特別資金」「復興アパートローン」

「復旧住宅ローン」等の復興資金実行により平成 28 年３月末貸出金残高 34,447

百万円となり、平成 23 年３月末貸出金残高 26,918 百万円に対し 7,529 百万円増

加いたしました。 

(４) 損益の状況 

平成 27 年度のコア業務純益は、浪江・富岡・大熊の休業３店舗に於ける東京電

力㈱からの賠償金を財源とした貸出金繰上げ完済並びに低利での復興資金貸出に

よる貸出金利息収入の減少により、平成 23 年３月末 156 百万円に対し 25 百万円減

少の 131 百万円となりました。

当期純利益は、平成 24 年３月期決算におきまして、多額の与信関連費用を計上

したことから、7,951 百万円の損失となりましたが、平成 25 年３月期以降は、東

京電力の賠償金等による貸出金の繰上げ返済等が進んだことに伴う貸倒引当金の

戻し入れ等により、平成 28 年３月期までの４年間の累積で 7,152 百万円の利益計

上となりました。

第２ 特定震災特例経営強化計画の実施期間 

当信用組合は、金融機能強化法附則第11条第４項の規定により適用される同法 

第33条第１項の規定に基づき、平成28年４月から平成33年３月までの特定震災特例 

経営強化計画を実施いたします。 

なお、今後、強化計画に記載された事項について重要な変化が生じた場合、また 

は生じることが予想される場合には、遅滞なく全信組連を通じて金融庁に報告いた 

します。 



10 

第３ 経営指導契約の内容 

(１) 契約期間 

   当信用組合では、全信組連との間で、金融機能強化法附則第11条第１項第２号 

の規定に基づき、経営指導契約を締結しております。 

当該契約の締結日は、平成24年１月18日（同法第26条の規定に基づき、全信組 

  連が買取りを求める信託受益権にかかる優先出資のうち、当信用組合が発行する 

ものの払込期日）とし、期日は同法附則第16条第３項に基づく経営が改善した旨 

の認定または同法附則第17条第２項に基づく事業再構築に伴う資本整理を可とす 

る旨の認定のいずれかを申請する日までとしております。 

(２) 指導及び助言 

     当信用組合では、経営指導契約に基づき、全信組連より、被災債権の管理及び

回収に関する指導その他業務の改善のために必要な指導及び助言を受け、これに

基づいた適切な業務実施を行っていくこととしております。 

(３) 報告の提出 

当信用組合では、経営指導契約に基づき、全信組連からの求めに応じ、自らの 

業務及び財産の状況に関する以下のような報告を適時・適切に行って参ります。

   ◇ 特定震災特例経営強化計画の履行状況報告書（半期毎） 

◇ 被災債権の管理・回収に関する報告等（半期毎） 

◇ 各期末における財務諸表等（半期毎） 

◇ その他業務及び財産の状況にかかる報告（随時） 

(４) モニタリング及び監査 

当信用組合では、経営指導契約に基づき、全信組連による、強化計画の進捗状 

況等にかかる定期または随時のモニタリングを受けるとともに、原則として毎年、 

全国信用組合監査機構による監査を受けることとしております。また、当信用組 

合は、モニタリング及び監査に協力し、必要な指導・助言を受けることとしてお 

ります。

第４ 損害担保契約の内容 

金融機能強化法附則第 19 条第１項において、事業再構築に伴う資本整理を可と

する旨の認定を受けた特別対象協同組織金融機関等は、預金保険機構に対し、被

災債権の譲渡その他の処分について締結した損害担保契約により生じる損失の一

部を補てんするための契約の締結を申し込むことができるとされておりますが、

当信用組合は、現時点では、被災債権の譲渡その他の処分について損害担保契約

を締結することは想定しておりません。 
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また、将来において、損害担保契約が必要とされる場合には、慎重な検討を行

い、対応を図って参ります。 

第５ 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の主として業務を行ってい

る地域における経済の活性化に資する方策 

(１) 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の主として業務を行ってい 

る地域における経済の活性化に資するための方針 

① 福島県の経済情勢 

当信用組合の主要営業エリアである福島県は、浜通り・中通り・会津の３地区に 

分かれ、各地区は気候の違いもあり、夫々において産業構造に違いがあります。自 

然環境豊かで温泉の多い会津地方は観光を目玉としており、首都圏より交通アクセ 

スの良い中通りは他地区に比して人口も密集し、商工業も盛んな地区です。一方、 

当信用組合が立地する浜通りは、２つの地区に無い水産業と農業が主産業で、さら 

に、東日本大震災前は、福島第一・第二原子力発電所や原町・広野火力発電所等を 

擁することから、電力業界に関連する企業が多数ありました。 

昨今の福島県の経済情勢を見ますと、農業や漁業等一次産業においては、原発事 

故による風評被害の影響が未だ強くあるものの、震災からの復旧・復興需要により 

公共投資の大幅な増加により、生産活動が堅調に推移しており、また住宅投資も高 

水準を維持していることなどから、県内経済は着実に前進しているものと思われま 

す。 

その様な中で、有効求人数を遥かに下回る有効求職者数となるなど、人手不足が 

深刻化しております。このことが、県内経済前進の妨げになっております。

【福島県経済の主な指標】

平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 

生産活動 鉱工業生産指数 92.5 90.0 92.7

前年比(%) 4.0 ▲2.7 3.0

雇用情勢 有効求人倍率(倍) 0.96 1.24 1.41

有効求人数(人) 37,700 41,368 43,026

有効求職者数(人) 39,373 33,266 30,348

個人消費 大型小売店販売額前年比(%) 8.7 2.4 3.5

乗用車新規登録台数前年比(%) 47.7 ▲1.2 0.6

新設住宅 

着工戸数 

持 家(戸) 6,488 8,050 7,527

貸 家(戸) 4,084 6,133 6,352

分 譲(戸) 601 1,006 1,193

前年比(%) 45.1 34.2 ▲0.4

  ※ 出所 「福島県年次経済白書」 
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【県内人口の推移】 

本県の人口は少子高齢化等により震災以前から減少傾向にありましたが、震災以降、 

県外への転出の増加などが原因となって、人口減少がますます進みました。 

時間の経過とともに、社会減は震災前の水準に向かい、平成 25 年 4 月以降、一時 

的に人口が増加するケースも見られますが、人口の減少が続いております。 

  ※ 出所「福島県：現住人口調査月報」より作成 

② 東日本大震災による影響 

原発事故の避難地域の当組合顧客の事業者においては、住民の帰還が進まないた 

め、帰還後の事業再開を見合わせております。また、事業者の高齢化、後継者不足 

などの構造問題が事業展開を遅らせている面もあります。 

さらに、事業者の業種別動向として、農林水産業等の一次産業は依然風評被害な 

どにより本格的な事業再開とはなっておらず、二次産業の製造業においては、住民 

の避難状況が続くなか人手不足が影響し業況は回復していない状況にあります。 

ただし、建設関連においては、震災からの復旧・復興需要により売上・収益とも 

業況は好転しております。 

三次産業では、コンビニエンスストア等は除染作業員等の増加により好況となっ 

ているものの、その他の小売業等は人手不足・人件費の高騰もあり業況は厳しくな 

っております。 

原発がもたらす様々な影響は、今後も長期間にわたるものと考えられ、当組合は 

被災地の地域金融機関として、地域経済の復興及び活性化に向けて積極的に支援策 

に取り組んで参ります。 

【福島県内商工業等の現状(平成28年2月20日現在、県商工会連合会調べ)】 

○避難解除等区域所在商工会会員 

の事業再開状況 

                           …2,743事業所中、1,576事業所 

再開率:57.5％ 

                       …うち地元再開557事業所 

再開率:20.3％ 
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【避難指示区域の概念図と各区域の人口及び世帯数(平成27年9月5日時点)】 

※市町村から聞き取った情報（平成27年9月5日時点の住民登録数）を基 

に原子力被災者生活支援チームが集計。（出典：経済産業省ＨＰ） 

③ 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の主として業務を行ってい 

る地域における経済の活性化のための基本方針 

当信用組合の営業エリア内には東日本大震災の地震及び津波被害、そして福島第 

一原発の事故により大変大きな被害を受け未だ復興に至っていない地域や、深刻な 

少子高齢化が進んでいる地域もあります。 

これらを最大の課題として捉え、このような状況を打破するため、当信用組合の 

強みである地縁・人縁や訪問活動により、お客様の課題に対する情報を提供し、収 

集した情報による安定的かつ円滑な資金供給機能及びコンサルティング機能に積 

極に取り組んで参ります。 
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(２) 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策 

① 中小規模の事業者に対する金融円滑化の取組み 

ア．ローンセンターの設置 

  当信用組合におきましては、各営業店において常時融資相談の窓口を設けて

おります。しかしながら、中小規模の事業者におきましては様々な状況での融

資相談が考えられますことから、既存の営業店の中から特に福島県の相馬西支

店並びに宮城県の亘理支店へ融資業務に精通するベテラン職員を配置の上、ロ

ーンセンターの告知看板を設置し、中小規模の事業者の様々な状況に則した融

資相談を受付けることで、積極的な金融円滑化に取り組んで参ります。 

イ．休日融資相談会の開催 

     現在、顧客利便性の向上を考えた上で休日融資相談会を本店、原町支店、岩

沼支店にて毎月開催しております。その様な中で、前述のローンセンター設置

後におきましては、ローンセンターの設置店舗が郊外型ショッピングセンター

や商業施設の集中する近隣、さらに国道沿いに立地するなど、お客様の来店に

も好条件でありますことから、今後はローンセンターにおいて休日融資相談会

を開催し、お客様の融資相談に対応して参ります。 

国道６号線沿い、郊外型ショッピングセンター等に隣接 

相馬西支店

亘理支店 

市街地バイパス沿い、郊外型ショッピングセンター等に隣接 
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ウ．中小零細事業者向け商品の販売 

当信用組合では、地域金融の円滑化のため東日本大震災以前より資金調達力

の乏しい中小零細事業者向け事業性融資を率先して提供して参りました。 

    いずれも中小零細事業者には使いやすい商品となっており、今後とも地域へ

の金融サービスの充実を図るため、当信用組合では新商品の開発に継続して取

り組んで参ります。 

・「ＳＳグレードローン」「ＳＳグレードローンカード」 

帝国データバンクのデータに基づき、融資対象先を選定し、無担保・無保

証にて 3,000 万円まで証書貸し、500 万円までカードにより運転資金を提供し

ております。 

・「ＳＳスピードローン」「ＳＳクイックローン」 

      福島県信用保証協会保証にて、商品・コースに応じ 500 万円、1,000 万円、

5,000 万円を融資限度とし、迅速な審査により事業性資金を提供しておりま

す。 

エ．地域に密着した営業戦略の実践 

当信用組合の営業エリアでは、現在においても、原発事故に伴う帰還困難区

域等の指定（一部解除により立入可能地区も有り）により地域住民が避難生活

を余儀なくされており、生活基盤・経済活動基盤が損なわれている状況が継続

し、さらには放射能被害による風評の影響を現在も受けております。

     一方、津波による被災地では、防災集団移転促進事業による被災土地の買上

げ、また、移転候補地が決まるなど徐々に復興が進んでいる状況であり、住宅

ローンのニーズも引き続き発生していることから、被災した個人の方々への個

別訪問活動を実施するほか、事業者の方々へは、毎週水曜日を事業所開拓専門

日（集金等を行わず開拓に特化）として重点的に訪問するなど、フェイス・ツ

ー・フェイスによる地域に密着した営業活動を推進して参ります。

② 中小規模の事業者に対する経営改善支援の取組み 

ア．信用リスク管理システムの活用 

    当信用組合では、中小規模の事業者に対する積極的な信用供与に取り組むた

め、信組情報サービスの信用リスク管理システムを導入し、信用格付けに基づ

き取引方針を検討し融資推進を図っております。

この信用リスク管理システムの活用により、決算計数の定量情報のみに囚わ

れず中小規模事業者の事業体質等の定性情報に基づいた内容により、融資推進

を行って参ります。また、同システムの経営分析により、顧客の強み・弱み等

の「事業性評価」を分析・検証した上でサポートを行って参ります。 
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イ．経営改善支援コーディネーターの派遣

    東日本大震災の影響を受けたお客様の実態につきましては、震災以降、個別

訪問の頻度を高めるなど、日々の渉外活動を通じた状況把握に努めており、早

期の事業再生が必要とされるお客様を速やかに把握し、事業再生に向けた態勢

を整えております。

その様な中で、専門家派遣が必要と考えられる支援先に対しては、当信用組合

と顧問契約を結んでいる中小企業診断士を経営改善支援コーディネーターとし

て派遣して、事業再生に向けた対応を図って参ります。 

ウ．外部機関の「福島県産業振興センター」「よろず拠点」等との連携 

     お客様の経営支援や事業再生につきましては、状況により専門性の高い状況も

ありますことから、外部機関の福島県産業振興センターの専門家派遣事業を活

用した専門家派遣支援、よろず支援拠点コーディネーターを活用した支援など

により経営上抱える問題の解決に取り組み、また、経営改善計画書の作成支援

を実施して参ります。

エ．経営改善支援の進捗状況の検証 

ａ．経営改善支援委員会並びに常務会における検証

     中小規模の事業者に対する信用供与の実施状況につきましては、経営改善

支援委員会において原則毎月レビューし、各担当部署からの報告に基づき強

化計画の進捗状況を一元的に管理し、強化計画に掲げた施策の検証を行って

おります。

     また、同委員会は強化計画の進捗状況や協議内容を常務会へ報告し、常務

会は、当該報告内容を検証するとともに、強化計画に掲げる施策への取組み

が捗々しくない場合におきましては、その要因を把握のうえ、所管部に対し

改善策の検討・策定を指示しております。

ｂ．理事会における検証 

     理事会において、常務会より経営改善支援委員会での強化計画の管理状況

の報告を受け、進捗管理を行うとともに、組合外部の有識者である非常勤理

事による専門的な知識、経験等に基づいた幅広い視点からの適時適切な実効

性の検証も行っております。 

     また、必要に応じ、常務会に対して改善策の検討・策定などを指示してお

ります。

③ 担保または保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需 

要に対応した信用供与の条件または方法の充実のための方策 

当信用組合は信用リスク管理システムに基づき取引方針を決定して融資推進を

図っております。また、その結果による格付に基づき信用枠を設けるなど、担保ま

たは保証に依存しない融資を実践しております。そのために経営者保証ＧＬの営業
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店への周知徹底を継続しており、格付及び資金計画の妥当性により、担保に依存し

ないよう融資審査を実施し、担保以上の融資枠として取り組んでおります。 

今後におきましても、担保または保証に過度に依存しない融資の促進その他の

中小規模の事業者の需要に対応した信用供与を実践して参ります。 

(３) 被災者への信用供与の状況及び被災者への支援をはじめとする被災地域におけ

る東日本大震災からの復興に資する方策 

① 被災者への信用供与の状況 

   当信用組合の主要な営業エリアである福島県の相双地区につきましては、東日

本大震災の発生から５年以上が経過した現在においても、原発事故等の影響が続

いております。このため、当信用組合では、訪問や電話連絡等により被災者の現

況を適時把握して、新規融資及び条件変更を含めたニーズに対応すべく、被災者

の復興支援に取り組んでおります。

今後におきましても、被災者の復旧・復興支援のための信用供与につきまして

は、積極的に対応して参ります。

② 被災者への支援をはじめとする被災地域における東日本大震災からの復興に資 

する施策 

当信用組合では、地域に根差した金融機関として、地域経済の再興へ向けた取組 

みを強化すべく、当信用組合のお客様はもとより、お客様以外の地域の中小規模事 

業者並びに個人の皆様に対し十分かつ円滑な資金供給を行っていくことを改めて 

強く決意し、国や地方自治体をはじめとする行政や公的機関、信用組合業界の系統 

中央機関である全信組連などの外部関係者の協力を仰ぎながら、これを強力に実行 

して参ります。 

主な施策につきましては以下のとおりです。 

ア．被災者向け商品の提供 

ａ．中小規模事業者向け 

・「そうごしんくみ復興特別資金」 

      東日本大震災により被災された事業者等を対象に、２億円を融資限度と

して運転資金、設備資金、借り替え資金等を低金利（当初２年間固定）に

て提供。（取扱期間を平成 29 年３月末まで延長。）

・「そうごしんくみ復興アパートローン」 

      東日本大震災により被災された法人・個人を対象に、原則２億円を融資

限度として修繕費、賃貸不動産購入・建築等の設備資金を提供。

（取扱期間を平成 29 年３月末まで延長。）

   ｂ．個人向け

  ・「災害復旧住宅ローン」 
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東日本大震災により被災された個人を対象に、住宅の新築・改築資金を

最高 6,000 万円まで金利優遇で提供。

（取扱期間を平成 29 年３月末まで延長。）

イ．相談機能の強化 

当信用組合では、よりきめ細やかな相談サポートを実践するため、双葉郡の

行政機能が移転した先や地域の住民が多く避難された会津若松市・二本松市に

相談所を継続開設し、融資のみならず、お客様のあらゆる相談の対応とサポー

トに傾注しております。特にいわき市については、浪江町、大熊町、富岡町の

事業者、住民の方々が多数転入されていることを踏まえ、同市内の支店（いわ

き支店）は、営業店としての全ての業務を行い支店としてサービスの向上を図

っております。

    今後、原発避難地域の居住制限解除等による動向もありますが、可能な限り

相談所の運営を継続して参ります。

また、ローンセンターにおいて休日融資相談会を開催し、お客様の融資相談 

に対応して参ります。

ウ．被災信用供与への柔軟な対応 

被災されたお客様につきましては、常時訪問によるモニタリングを実施し、

融資の条件変更等柔軟な対応を行っております。 

エ．外部機関との連携による対応 

ａ．事業再生ファンド等の活用 

・「福島県産業復興相談センター」 

      被災したお客様の事業再開や事業再生に向けた動きを具体化するため、 

東日本大震災及び原発事故により被害を受けた個人事業者、小規模事業者 

等を含めた幅広い事業者に対応し、ヒアリングした実情に応じ、支援機関 

の紹介や支援施策の紹介などのサポートを行う「福島県産業復興相談セン 

ター」を活用して参りました。 

今後も、お客様の特性・状況に応じて活用を検討して参ります。 

・「福島産業復興機構」 

      被災した事業者から旧債務の買取り等を行うことで、新規融資の促進を

図るため、被災債権の買取りファンドである「福島産業復興機構」に出資

し、地域復興に向けた金融面からの取組みを後押しするとともに、事業再

生が見込まれるお客様について、同機構を活用して参りました。 

今後も、お客様の特性・状況に応じて同機構と連携し、事業再開や事業

再生を支援して参ります。 
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・「東日本大震災事業者再生支援機構」 

      東日本大震災による被害に伴い、過大な債務を負っているなかで、被災

地域において事業の再生を図ろうとする事業者に対する債権の買取り等を

通じ、債務の負担を軽減しつつ、その再生を支援することを目的として国

が設立した「東日本大震災事業者再生支援機構」と連携し、積極的な事業

者支援を行って参りました。 

      今後においても、お客様の特性・状況に応じた事業再生の機会を提供で

きるよう、同機構との連携を深化・継続して参ります。 

・「しんくみリカバリ」 

      上記の取組みに加え、全信組連との連携を図りながら、お客様の特性・

状況等に応じて、信用組合業界の再生ファンドである「しんくみリカバリ」

を有効活用し、事業再生や業種転換が必要なお取引先に対して有効な提案

を行って参ります。 

ｂ．私的整理ガイドラインに基づく債務整理への対応 

平成23年８月より取扱いが始まりました個人版私的整理ガイドラインによ 

る債務整理の申請につきましては、当信用組合におけるお申出並びに実行件 

数は２件のみに留まっておりますが、制度の導入趣旨に鑑み、ガイドライン 

の周知や利用勧奨を含め、お客様の意向や状況を最大限に考慮したうえで、 

弁護士や税理士とも連携し、ガイドラインに沿った債務整理等の適切な対応 

を図って参ります。 

オ．消費者ローンの推進強化 

お客様への積極的な訪問活動を踏まえ、個人のお客様に対しましては、ライ 

フサイクルに応じた資金需要も考えられますことから、即時対応可能な消費者ロ 

ーンの推進を図って参ります。

なお、推進方策といたしましては、当信用組合が推進しております職域提携 

先（各事業所との提携により従業員等への優遇商品の提供を実施）への積極的 

なセールス、キャンペーン等の実施により消費者ローンの推進を図ります。 

カ．「地方創生」への積極的参画 

人口減少や高齢化による地方経済の地盤沈下を防ぐ試みは、私ども地域金融機 

関である信用組合が成し遂げなければならない大切な使命です。このことから、 

地方公共団体による「地方創生」事業へ積極的に参画して参ります。なお、現在 

各地方公共団体との連携について夫々協議を行っております。

キ．オールふくしま経営支援事業との連携強化 

福島県は、復興の兆しが見えてはいるものの、引き続き県内の中小企業等は風 

評被害の影響により厳しい状況が続いており、地域活性化のためにも地域事業者 
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の活力が必要不可欠であり、中小企業等の経営支援体制をとるべく、金融機関の 

連携を図ることを目的として、「オールふくしま委員会」及び「地域サポート委 

員会」が立上げとなりました。

このことから、当信用組合におきましては、同委員会へ参加するメンバーとし 

て、中小企業等の経営支援のために各金融機関等との連携強化を図って参ります。

ク．地方公共団体等への支援 

各地方公共団体においては、インフラ整備を含む地域復興や、拡散した放射性 

物質の除去・除染作業に伴う各種復興事業を実施しておりますことから、当信用 

組合では、地元地方公共団体の資金調達のための入札や地方債引き受けを積極的 

に行って参ります。 

ケ．日本銀行の「被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーション」の

利用 

当信用組合では、日本銀行による「被災地金融機関を支援するための資金供給 

オペレーション」を、全信組連を通じて利用し、潤沢な手元資金を確保すること 

で、被災者の預金引き出しや資金需要に応える態勢を整えております。 

コ．当信用組合による被災地支援の取組み 

     当信用組合では、地域活性化のため、現在金利上乗せ並びに抽選により温泉

宿泊券をセットした『懸賞付定期預金「みちのく３県の旅」』を取扱いしており

ますが、こちらは東北の温泉地へ観光客の誘致を目的とするものであり、今後

とも継続的に地域の復興の一助を担う商品の取扱いを行って参ります。 

また、地域のイベント等に率先して参加するとともに、市街地の清掃活動を実 

施する等、地域貢献やボランティア活動を行って参ります。 

(４) その他主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策 

当信用組合におきましては、金融庁による「リレーションシップバンキング（地 

域密着型金融）」の提唱当初より、お客様の状況に即した融資金の条件変更対応、 

経営相談や経営改善指導などを積極的に実施しておりますが、地域密着型金融の 

取組みを継続すべく地域中小事業者に対する経営相談や経営改善指導に努めて参 

りました。その一環として、平成20年６月より「ふくしま地域力連携事業」を推 

進し、平成21年度の事業終了後においても、地域における経済の活性化に資する 

考え方に変わるものはなく、引き続き諸施策を実行して参ります。

① 経営革新等支援機関としての支援 

当信用組合は、平成24年12月に経済産業省より経営革新等支援機関として認定

を受けております。このことは、地域の中小事業者の経営革新や各種補助金等申

請の手助けを行ってゆくための一助となるべく活動する事が必要であり、引き続

き中小事業者に対する支援を行って参ります。 



21 

② 創業または新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策 

ア．各種商工団体との連携 

 各種団体や地域の商工会議所・商工会等と連携し、情報の集積及び発信機能

（東日本大震災からの経営再建や起業・新規事業展開に役立つ情報提供等）を

強化するとともに、各種団体関係者を招致しての相談会の開催など、創業・新

規事業展開希望者へのアドバイス等の実施に向けた体制を構築して参ります。 

 イ．資金調達手段の情報提供 

当信用組合を含め福島県内の４信用組合におきましては、創業または新事業展 

開時における資金調達手段の多様化を図ることを目的として、クラウドファンデ 

ィングを推進するためにミュージックセキュリティーズ㈱社と業務提携を結び 

ました。このことから、地域の中小事業者へ資金調達手段の情報提供を行って参 

ります。 

 ウ．事業性資金融資の推進 

当信用組合では、資金調達力の乏しい中小零細事業者向け事業性融資を率先

して提供して参りました。創業または新事業展開におきましても、同様に、「Ｓ

Ｓグレードローン」「ＳＳグレードカード」などにより柔軟に取扱いを行い、積

極的に融資推進を図って参ります。 

③ 経営に関する相談その他の取引先の企業（個人事業者を含む）に対する支援に 

係る機能の強化のための方策 

東日本大震災からの復興が長期化する中で、中小規模事業者が抱える経営問題は 

時々刻々と変化しており、当信用組合に対しましても、事業再建や経営改善に向け 

た多種多様な金融支援が求められていると認識しております。 

事業再建や経営改善支援にかかる相談につきましては、顧問契約を結んでおりま 

す中小企業診断士の常時訪問による経営指導により、専門的なサポートを行ってお 

り、今後も積極的な派遣に取り組んで参ります。 

また、お客様の東日本大震災からの復興ステージに応じた事業再建や経営改善に 

向け、当面の運転資金の融資のほか、財務内容改善をはじめとする経営改革や改善 

計画についての提案・助言等、経営改善支援委員会を通じた支援を積極的に実施い 

たします。 

④ 早期の事業再生に資する方策 

ア．支援態勢の確立 

東日本大震災等の影響を受けたお客様の実態について、被災後の経営環境の

変化や財務情報等の定量面における状況把握を行うほか、ヒアリングやモニタ

リングにより、経営者の意欲等の定性面の実態把握に努め、早期の事業再生が

必要とされるお客様を速やかに把握し、事業再生に向けた取組みを行って参り

ます。 
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また、早期の事業再生が必要と認められる大口与信先や、再生プロセスが長期 

間に及ぶお客様については、経営改善支援委員会が直接関与し、事業再生に向け 

た計画を策定いたします。 

イ．外部機関との連携 

お客様の状況を総合的に勘案したうえで、中小企業診断士、税理士、弁護士

等の各種専門家との協働や福島県産業振興センターとの連携を図って参ります。 

⑤ 事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策 

当信用組合のお客様である中小零細企業や小規模事業者のなかには、事業の継承 

を検討する先があると想定されますことから、当該経営権の移譲に付随して発生す 

る税務面や法務面等の各種課題に対する支援を適切に行えるよう、中小企業診断士、 

税理士、弁護士等の各種専門家との協働を含め、提案から実行までの一貫した事業 

承継を支援できる態勢の構築を検討して参ります。 

(５) 経営基盤の充実のための方策 

東日本大震災の被災から５年が経過する中で、当信用組合におきましては被災者 

支援や地域の復旧・復興支援、さらに営業基盤の拡充を図って参りました。

しかしながら、福島県におきましては東日本大震災の地震及び津波被害、そして 

福島第一原発の事故により大変大きな被害を受けた多くの地域で未だ復興に至っ 

てはおらず、避難状態が継続している地域や、深刻な人口流出により存亡の危機に 

ある地域もあります。これらを最大の課題として捉え、このような状況を打破する 

ため、当信用組合は、各地域における現況の事業環境や将来性等に即した具体的か 

つ明確な戦略を打ち立て実践して参ります。また、各施策の確実な遂行と地域への 

十分な貢献を実現するため、組織力・人材の強化を図って参ります。 

① 店舗戦略の明確化

ア．融資推進強化店舗と預金推進強化店舗の設定 

東日本大震災以降、当信用組合におきましては、宮城県南部への営業エリアの 

拡大により、各営業店の配置において北は宮城県の仙南地域から南は福島県のい 

わき市まで、広範囲となっております。その様な中で、地域の特性を踏まえた営 

業戦略が必要であるものと考え、融資推進強化店舗と預金推進強化店舗を設定し 

た上で、営業推進を図って参ります。 

   ａ．融資推進強化店舗 

本店、相馬西支店、原町支店、大河原支店、岩沼支店 

ｂ．預金推進強化店舗 

相馬港支店、鹿島支店、新地支店、亘理支店、蔵王支店、いわき支店 

 イ．ローンセンターの設置 

既存の営業店の中から特に、お客様の来店し易い立地条件と考えられる福島
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県の相馬西支店並びに宮城県の亘理支店へ融資業務に精通するベテラン職員を

配置の上、ローンセンターの告知看板を設置し、中小規模の事業者の様々な状

況に則した融資相談を受付けて参ります。 

 ウ．店舗の統廃合の検討 

    店舗別の採算を検討する上で、将来においても収益確保の厳しい店舗につき

ましては、時機を見て移転若しくは統廃合の方向性について検討して参ります。 

また、原発事故による避難指示から臨時休業する福島県の浪江・大熊・富岡

支店３店舗の再開及び営業エリア外の相談所の閉鎖につきまして、時機等諸事

情を十分勘案し検討して参ります。 

② 預金増強並びに基盤強化 

現在、我が国は人口減少時代に突入し、今後本格的な超高齢化社会を迎え、預 

金減少が顕在化することが予想されます。当信用組合にとって預金は金融機関の 

力のバロメーターであり、預金獲得による基盤は、すべての取引の源であるもの 

と考えておりますことから、今後 10 年間におきまして預金残高 1,000 億円達成を 

目指し、例年実施している各種キャンペーンや新規訪問、年金受給紹介運動等に 

よる口座獲得活動、職域金利優遇制度等新たな商品の開発・販売により、当組合 

の弱みでもあります若年層などの新たな年代の預金の取り込みを目指すなど、預 

金・基盤強化に向けた推進を図って参ります。 

また、相続や贈与並びに原発事故による避難者の県外移住による預金流失も徐々 

に顕在化しており、相続関連業務や震災特例に基づく対応など、高齢者マーケット

拡大による預金の確保や避難解除後の取引先確保に向けた対策も検討して参りま

す。 

ア．年金受取口座の獲得・定期積金を主力商品とした預金増強 

ａ．年金受取口座の獲得 

     地域の高齢化の中におきまして、振込により集まる預金として年金受取口 

座の獲得は重要性を増しておりますことから、年金お届けサービスや年金受 

給紹介運動等を活用して推進を図って参ります。 

ｂ．定期積金を主力商品とした預金増強 

当信用組合はお客様への戸別訪問によります営業活動を実践しており、この 

ことからお客様とのフェイス・ツー・フェイスの関係維持のため定期積金を主 

力商品としておりますことから、引き続き推進を図って参ります。

イ．各年齢層に対応した預金増強活動 

預金増強のために、若年層から高齢者まで各年齢層に対応した商品を開発し販 

売して参ります。 
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(６) 人材育成のための方策 

   当信用組合は、東日本大震災の地震及び津波被害、そして福島第一原子力発電

所の事故や営業区域拡大に伴う職員不足から、積極的な新卒採用を行い、現在、

若年層職員が多く在職しております。この現状を踏まえ、地域を取り巻く厳しい

環境の中で、現在、そして将来に向けて、当信用組合の経営体質の強化や地域の

発展に資するため、高度化、専門化する業務へ対応できる人材や総合力を発揮で

きる人材を組織的に育成する必要があります。 

 このことから、当信用組合は、内部の人材育成マインドを醸成し、職員の能力

の全体的な底上げを図るとともに、顧客目線に立ち、地域金融機関の職員として

何ができるかを考え、それらを成し得る知識、技量及び経験を持った人材の育成

を目指して参ります。 

① 基本方針 

  ・人材育成は、個々人の適性を見極め、適性に合った育成をし、その能力を有効

活用することを基本とします。 

・全職員を育成対象とし、それぞれの役割を明確にし、その役割に基づいた育成

を行って参ります。 

・特に「入組 10 年程度までの職員」、「入組 10 年から 20 年程度までの職員」を段

階的、重点的に育成いたします。 

②  若手渉外係の育成（入組10年程度までの職員） 

外部及び内部研修会への積極的な参加を実施し、さらにＯＪＴ（現場指導）を充 

実させることにより、当組合の10年後のあるべき姿を考え、当組合の様々な業務運

営に必要となる人材を組織的に育成して参ります。 

 ③  中堅職員の育成（入組10年から20年程度までの職員） 

総合職については、入組後、10年程度に能力の適性判断、さらに10年後に再度 

適性判断を行い、活躍分野を選定し、能力の向上及び分野に合致したキャリアの育 

成を図って参ります。 

④ 女性職員のキャリア形成 

女性が進むべきキャリア形成を実感できるように、段階を踏んだ研修態勢を構築 

し実践いたします。特に女性役席者及び中堅女子については融資推進についての知 

識の習得を目指した教育を図るものとします。
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第６ 全信組連による優先出資の引受に係る事項 

(１) 優先出資の金額・内容 

１．種類 社債型非累積的永久優先出資

２．申込期日（払込日） 平成 24 年１月 18 日（水）

３．発行価額

非資本組入額

１口につき 50,000 円（額面金額１口 500 円）

１口につき 25,000 円

４．発行総額 16,000 百万円

５．発行口数 320,000 口

６．配当率 預金保険機構が当該事業年度において公表する優先配

当年率としての資金調達コスト

ただし、日本円ＴＩＢＯＲ（12 ヶ月物）または８％のう

ちいずれか低い方を上限とする。

７．累積条項 非累積的

８．参加条項 非参加

９．残余財産の分配 残余財産の分配は、定款に定める方法に従い、次に掲げ

る順序によりこれを行うものとする。

① 優先出資者に対して、優先出資の額面金額に発行済

優先出資の総口数を乗じて得た額をその有する口数

に応じて分配する。

② 優先出資者に対して、優先出資の払込金額から額面

金額を控除した金額に発行済優先出資の総口数を乗

じて得た額をその有する口数に応じて分配する（当該

優先出資の払込金額が額面金額を超える場合に限

る。）。

③ 前①及び②の分配を行った後、なお残余があるとき

は、払込済みの普通出資の口数に応じて按分して組合

員に分配する。

④ 残余財産の額が前①及び②により算定された優先

出資者に対する分配額に満たないときは、優先出資者

に対して、当該残余財産の額をその有する口数に応じ

て分配する。

(２) 金額の算定根拠及び当該自己資本の活用方法 

① 必要資本額の根拠 

当信用組合が十分な自己資本を確保し、震災からの復興需要に十分応えうる強固 

な財務基盤の構築を図るため、160 億円の優先出資を発行による資本支援を求めた 

ものです。 

今般の資本増強により震災からの復興需要に十分耐えうる強固な財務基盤を備 

えることができたものと考えております。 
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② 当該自己資本の活用方針 

今般の資本増強により、将来に向けた経営の安定確保が図られることから、当信 

用組合の営業エリアである地域経済の再建・再興と、被災されたお客様への信用供 

与の維持・拡大並びに各種サービスの向上等、震災からの復興に向けた諸施策に継 

続的に取り組んで参ります。 

第７ 剰余金の処分の方針 

当信用組合は、地域に根差した協同組織金融機関として、お客様の皆様から出資 

金をお預かりして信用組合事業を行い、利益剰余金の中から配当金をお支払いして 

参りました。 

前計画において、平成24年３月期決算におきましては、多額の与信関連費用を計 

上したことから、配当は行いませんでしたが、平成25年３月期以降の決算におきま 

しては、優先出資配当をお支払いいたしました。 

今後も、強化計画の実践による収益力の強化と業務の効率化を進め、安定した配 

当を実施・継続していくとともに、優先出資の返済を目指して参ります。 

第８ 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策 

(１) 経営管理に係る体制及び今後の方針 

① ガバナンス体制 

当信用組合では、重要な経営上の意思決定機関として、常勤理事５名と非常勤理 

事６名で構成する理事会を設置しているほか、常勤理事のみによる常務会において 

日常的な業務執行を担っております。 

理事会では、「内部統制基本方針」や、これに基づく「法令等遵守基本方針」、「顧 

客保護等管理方針」及び「統合的リスク管理方針」を制定し、その重要性をあらゆ 

る機会を通じて全役職員に対して周知徹底することで、透明性のある業務運営と、 

適切な経営管理態勢の確保に努めております。 

今後におきましても、基本方針等に沿って、業務の健全かつ適切な運営の確保に 

努めて参ります。 

② 内部統制基本方針に基づく監査 

当信用組合では、内部監査部署である検査部を理事長直轄の組織とし、その独立 

性を確保しております。 

検査部は、「内部統制基本方針」に基づく監査を通じて、各部店における内部管 

理態勢、法令等遵守態勢、顧客保護等管理態勢及びリスク管理態勢の有効性を評価 

し、問題点の発見・指導に留まらず、改善方法にまで踏み込んだ提言を行っており 

ます。 
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今後におきましても、基本方針に沿った内部監査を実施するとともに、必要に 

応じて内部監査態勢の改善を図って参ります。 

③ 強化計画の進捗管理 

強化計画につきましては、経営改善支援委員会が一元的に管理を行い、その状況 

を常務会に報告するとともに、常務会は、進捗状況の確認と施策の検証を実施し、 

強化計画に掲げる取組みが捗々しくない場合には、経営改善支援員会に対し、原因 

究明と改善策の検討・策定などを指示して参ります。 

さらに常務会は、理事会に対し、強化計画の進捗や検討・指示事項を報告し、牽 

制機能の強化に努めて参ります。 

(２) 業務執行に対する監査または監督の体制及び今後の方針 

① 内部監査体制 

当信用組合では、理事の業務執行の適切性を確保するために監事を選任しており、 

各種会議や理事会に出席するとともに、必要な所見を述べております。さらに、監 

事会の開催のほか、当信用組合の内部管理部門である検査部と連携し、業務執行の 

適切性の検証と、理事会への検証結果の報告を行っております。 

なお、検査部につきましては、他部門との利益相反関係の遮断と独立性の確保の 

観点から理事長直轄としており、当信用組合内の内部管理態勢等を監査し、また業 

務執行上の問題点にかかる改善の提言を行っております。 

さらに、当信用組合ではコンプライアンス醸成の重要性を十分認識していること 

から、理事会や店長会議において常時コンプライアンスを議題とした研修等を実 

施することで、理事同士並びに管理職の善管注意義務や監視義務等の意識の徹底 

を図っております。 

今後におきましても、基本方針に沿った内部監査を実施するとともに、必要に応 

じて内部監査態勢の改善を図って参ります。 

② 外部監査体制 

強化計画の進捗状況の管理・監督、経営戦略や基本方針についての客観的な立場 

からの評価・助言を受け、経営の客観性・透明性を高めるため、信用組合業界の 

系統中央金融機関である全信組連の経営指導を定期的に受けるとともに、原則と 

して毎年、監査機構監査を受けることとしております。 

さらに、経営全般の業務運営の健全性確保のために、将来的な強化計画の実施状 

況確認も含め、外部監査人における定例監査を受けることとしております。 

今後におきましても、外部監査体制を維持し、経営に対する評価の客観性とガ 

バナンスの強化に努めて参ります。 

(３) 与信リスクの管理及び市場リスクの管理を含む各種のリスク管理の状況並びに 

これらに対する今後の方針 

① 信用リスク管理 
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信用組合は、相互扶助をモットーとする非営利組織であり、その設立の趣旨に 

おいても、地域の中小規模事業者及び個人同士等の資金融通を由来としておりま 

す。 

このため、法令上も、お取引の出来るお客様について制限が付されているなど、 

その特性は際立っており、中小規模事業者や個人に対する最後の貸し手、いわゆる 

「ラストリゾート」として地域の金融機能を支えて参りました。 

従いまして、お客様につきましては、概して事業規模等が中・小規模であり、 

大規模事業者に比して、財務基盤や経営環境に対する変化等に本来的に脆弱な傾 

向が見受けられます。 

こういった傾向を受け、当信用組合では、お客様との融資にかかる基本方針で 

あるクレジットポリシーを制定し、これを具体化した「信用リスク基本方針」や 

「信用リスク管理規定」に基づく与信管理の徹底や審査態勢の充実、モニタリン 

グ等により、信用リスクの軽減を図っております。 

具体的には、信用リスク管理システム、担保不動産評価管理システムを基にし 

た厳格な審査の実践や「大口与信先」「延滞債権等の管理債権先」など常時管理す 

る先を抽出した月次債権管理などを行っております。 

今後におきましても、引き続き基本方針等に沿った運用を図り、信用リスク管 

理の徹底に努めて参ります。

② 市場リスク管理 

当信用組合では、市場リスクの適切な管理と検証を行っていくため、「統合的リ 

スク管理方針」並びに「リスク管理方針」さらには「市場リスク管理規定」を定め 

ております。 

また、上記管理方針に基づき、年度毎に余裕資金運用方針・計画を策定すると 

ともに、国債・地方債等の安全性の高い債券を中心に運用しております。 

市場リスク管理態勢につきましては、リスク管理部署によるモニタリングを実 

施し、その結果を、ＡＬＭ委員会を通じて定期的に常務会へ報告することで、経 

営陣が適切に評価・判断できる体制を整えております。 

加えて、マーケット環境の変化により時価が大きく変動した場合への備えとし 

て、各種アラームポイントやロスカットルールを設けております。 

今後におきましても、引き続き管理方針等に沿った運用を図り、市場リスク管 

理の徹底に努めて参ります。 

③ 流動性リスク管理 

当信用組合では、直面する流動性リスクを適切に管理していくための方針・規 

定を制定しており、月３回定期的に資金の動きをモニタリングする体制としてお 

ります。 

これにより、資金面で重大な動きがある場合は速やかに担当理事を通じて常務 

会に報告するなど迅速な対応をとることが可能となり、資金繰りの安定化が図ら 

れております。 
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なお、東日本大震災後の流動性預金の動向につきましては、震災に伴う保険金の 

支払いや原発事故に対する賠償金の一部支払い等により増加傾向となっておりま 

すが、今後、避難区域の解除や賠償金の支払い終了等震災からの復興の動きが顕著 

となるに伴い、漸減すると考えております。このため、預金の減少を想定した資金 

運用により、流動性の確保を最優先に対応して参ります。 

④ オペレーショナル・リスク管理 

当信用組合では、オペレーショナル・リスクの総合的な管理の重要性に鑑み、事 

務・システム・法務などの各種リスクに分類のうえ、各種リスクの特性や統制の有 

効性などに応じた個別の管理を行っていくことにより、全体のリスク管理の適正性 

を確保しながら、当該リスクの発生防止と発生時における想定損失額を極小化する 

ことで、お客様からの信用・信頼を高め、経営の維持・安定を図っております。 

具体的には、オペレーショナル・リスクを事務リスク、システムリスク、法務リ 

スク、人的リスク、有形資産リスク及び風評リスクに特定し、各リスクについて、 

所管部署を定めております。所管部署は、各種方針、規定、マニュアルを遵守させ 

る取組みを強化しており、リスクの極小化及びリスクの顕在化の未然防止に努めて 

おります。 

さらに、事務リスクの未然防止における対応といたしまして、全ての事務ミスに 

関して発生原因の分析を行い、常務会へ定期的に報告するとともに、全部店に周知 

することで、類似事案の再発防止と注意喚起を行っております。 

今後におきましても、引き続き管理方針等に沿った管理を図り、オペレーショナ 

ル・リスク管理の徹底に努めて参ります。 

⑤ 情報開示の充実 

当信用組合は地域密着型の金融機関として、地域の住民であるお客様や組合員の 

皆様に対し、当信用組合への理解を深めていただき、また、経営の透明性を確保す 

るためにも、迅速かつ充実した経営情報を開示し、日々、積極的な営業活動に前向 

きに取り組んでおります。 

今後とも、従来と同様、ディスクロージャー誌については、決算期ごとに法令で 

定められた開示内容以外に、経営理念、リスク管理態勢、コンプライアンス管理態

勢の状況をはじめ、震災からの復興状況や、地域経済への貢献に関する情報等を分

かりやすく伝えられるように作成し、窓口に備え置くほか、当信用組合のホームペ

ージ上でも公開いたします。 

また、９月期においても経営内容に関するミニディスクロージャー誌を作成し、 

ディスクロージャー誌と同様の方法で開示しております。 

今後におきましても、当信用組合への理解を深めていただくとともに、経営の透 

明性を確保するためにも、お客様に判りやすい開示を行って参ります。 
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【 リスク管理及び自己資本管理体制・イメージ図 】 

報告・協議                                  

               報告・協議      報告・協議    報告・協議   報告・協議 

  報告   報告 

       各リスクの評価結果の報告

                                              各リスクの評価結果を半期で報告 

           自己資本査定に係る計数等の報告 

【 当信用組合のオペリスク管理体制 】

担当部署 主な取組み 

事務リスク 事務部 事務事故（ミスを含む）の月次管理 

システムリスク 事務部 ＳＫＣ（信組情報サービス）や全信組セン

ター並びに委託業者との連携によるシステ

ム障害対応など 

法務リスク リスク管理委員会 リーガルチェック（状況により、弁護士や

外部機関へのリーガルチェックを依頼） 

人的リスク 総務部 人事管理 

有形資産リスク 総務部 動産・不動産の保全管理（但し、システム

に係る有形資産は事務部においてフォロ

ー） 

風評リスク 総務部 各営業店よりの連絡体制の統括 

以 上

理  事  会 

常 務 会

ＡＬＭ委員会 

統合リスク管理

（リスク管理委員）
市場リスク管理 

（総合企画部） 

流動性リスク管理

（総合企画部）

オペリスク管理

（総合企画部）

オペリスクの総合的管理

・事務リスク管理（事務部）

・システムリスク管理（事務部）

・法務リスク管理

（リスク管理委員会）

・人的リスク管理（総務部）

・有形資産リスク管理（総務部）

・風評リスク管理（総務部）

自己資本管理

（資産査定委員会）

内 部 監 査

（検査部）

信用リスク管理

（融資部）
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　　　　　　　　　　　　　　　　日　計　表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平成28年5月末現在）

（単位：円）

金      額 金      額
908,578,968 81,488,264,125
908,578,968 224,374,272

( 705,859 ) 27,315,653,457
0 16,054,926
0 95,764,229

37,975,744,689 158,784,615
37,975,744,689 16,718,645

( 36,601,279,505 ) 27,827,350,144
0 48,656,714,128
0 5,004,199,853
0 53,660,913,981
0 0
0 0
0 0
0 0
0 6,600,000,000
0 6,600,000,000
0 0
0 0
0 0

32,780,046,559 0
9,216,652,996 0
3,542,541,031 0

0 0
14,702,815,673 0

( 4,999,669,268 ) 0
( 0 ) 0
( 9,703,146,405 ) 0

11,010,000 0
0 99,565,982
0 6,283,560

5,303,200,000 54,664,203
3,826,859 9,838,044

35,582,765,293 814,920
( 0 ) 0

0 2,334,889
561,168,588 1,251,769

34,725,291,364 5,064,500
296,305,341 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

1,057,792,776 0
2,055,627 0

637,900,000 0
660,000 0

0 0
173,081,616 0

0 6,016,128
0 0
0 12,332,869

26,033,013 965,100
0 0
0 57,703

89,508,952 30,233,955
128,553,568 0

0 0
595,987,337 96,891,121
244,191,304 10,904,937
223,858,022 0

0 7,130,442
0 0

127,938,011 32,928,290
1,236,458 88,365,976,555
222,036 18,567,374,054

0 8,604,038,500
0 604,038,500

1,014,422 8,000,000,000
0 0
0 2,955,022,084
0 2,955,022,084

32,928,290 0
△ 1,970,828,598 7,008,313,470

( △ 1,712,026,578 ) 910,500,000
6,097,813,470

特 別 積 立 金 5,000,000,000
（ う ち 目 的 積 立 金 ） ( 0 )
繰 越 金 0
未 処 分 剰 余 金 1,097,813,470

0
0
0
0
0

106,933,350,609
30,901,163

合              計 106,964,251,772 合              計 106,964,251,772

店舗数(店舗） 14 常勤役職員数（人） 101
（うち本・支店（店舗）） 14 （うち役員（人）） 7
（うち出張所（店舗）） 0 （うち男性職員（人）） 65
出資口数（口） 1,208,077 （うち女性職員（人）） 29
組合員数（人） 16,524

自 己 優 先 出 資 申 込 証 拠 金
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益
土 地 再 評 価 差 額 金

負 債 及 び 純 資 産 計
期 中 損 益

そ の 他 の 引 当 金 そ の 他 利 益 剰 余 金

自 己 優 先 出 資

貸 倒 引 当 金 利 益 剰 余 金
（ う ち 個 別 貸 倒 引 当 金 ） 利 益 準 備 金

再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 資 産 資 本 準 備 金
債 務 保 証 見 返 そ の 他 資 本 剰 余 金

前 払 年 金 費 用 優 先 出 資 申 込 証 拠 金
繰 延 税 金 資 産 資 本 剰 余 金

リ ー ス 資 産 普 通 出 資 金
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 優 先 出 資 金

ソ フ ト ウ ェ ア 純 資 産
の れ ん 出 資 金

そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 債 務 保 証
無 形 固 定 資 産 負 債 計

リ ー ス 資 産 繰 延 税 金 負 債
建 設 仮 勘 定 再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債

建 物 そ の 他 の 引 当 金
土 地 特 別 法 上 の 引 当 金

本 支 店 勘 定 退 職 給 付 引 当 金
有 形 固 定 資 産 役 員 退 職 慰 労 引 当 金

仮 払 金 賞 与 引 当 金
そ の 他 の 資 産 役 員 賞 与 引 当 金

金 融 商 品 等 差 入 担 保 金 本 支 店 勘 定
リ ー ス 投 資 資 産 代 理 業 務 勘 定

保 管 有 価 証 券 等 仮 受 金
金 融 派 生 商 品 そ の 他 の 負 債

先 物 取 引 差 入 証 拠 金 資 産 除 去 債 務
先 物 取 引 差 金 勘 定 未 払 送 金 為 替

前 払 費 用 金 融 商 品 等 受 入 担 保 金
未 収 収 益 リ ー ス 債 務

全 信 組 連 出 資 金 売 付 債 券
そ の 他 出 資 金 金 融 派 生 商 品

そ の 他 資 産 借 入 有 価 証 券
未 決 済 為 替 貸 売 付 商 品 債 券

買 入 外 国 為 替 先 物 取 引 差 金 勘 定
取 立 外 国 為 替 借 入 商 品 債 券

外 国 他 店 預 け 職 員 預 り 金
外 国 他 店 貸 先 物 取 引 受 入 証 拠 金

当 座 貸 越 払 戻 未 済 持 分
外 国 為 替 厚 生 年 金 基 金 未 払 割 賦 金

手 形 貸 付 未 払 配 当 金
証 書 貸 付 払 戻 未 済 金

（ う ち 金 融 機 関 貸 付 金 ） 前 受 収 益
割 引 手 形 未 払 諸 税

そ の 他 の 証 券 給 付 補  備 金
貸 出 金 未 払 法 人 税 等

投 資 信 託 未 決 済 為 替 借
外 国 証 券 未 払 費 用

株 式 未 払 外 国 為 替
貸 付 信 託 そ の 他 負 債

（ 金 融 債 ） 外 国 他 店 借
（ そ の 他 社 債 ） 売 渡 外 国 為 替

社 債 外 国 為 替
（ 公 社 公 団 債 ） 外 国 他 店 預 り

地 方 債 債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金
短 期 社 債 コ マ ー シ ャ ル ・ ペ ー パ ー

有 価 証 券 コ ー ル マ ネ ー
国 債 売 現 先 勘 定

商 品 政 府 保 証 債 再 割 引 手 形
そ の 他 の 商 品 有 価 証 券 売 渡 手 形

商 品 国 債 借 入 金
商 品 地 方 債 当 座 借 越

金 銭 の 信 託 譲 渡 性 預 金
商 品 有 価 証 券 借 用 金

債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金 外 貨 預 金
買 入 金 銭 債 権 [ 小 計 ]

コ ー ル ロ ー ン [ 小 計 ]
買 現 先 勘 定 非 居 住 者 円 預 金

譲 渡 性 預 け 金 定 期 預 金
買 入 手 形 定 期 積 金

預 け 金 納 税 準 備 預 金
( う ち 全 信 組 連 預 け 金 ) [ 小 計 ]

金 通 知 預 金
預 け 金 別 段 預 金

（ う ち 小 切 手 ・ 手 形 ） 普 通 預 金
外 国 通 貨 貯 蓄 預 金

現 金 預 金 積 金
現 金 当 座 預 金

資　　　　　　　　　　産 負　債　及　び　純　資　産

科　　　　　目 科　　　　　目

担当部署 総合企画部経理課

都道府県名 福島県

基準日(西暦年/月) 5
金融機関コード
金融機関名 相双五城信用組合
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　　　　　　　　　　　　　　　　日　計　表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平成28年5月中平残）

（単位：円）

金      額 金      額
905,256,189 80,526,316,376
905,256,189 218,550,014

( 599,111 ) 27,445,040,627
0 16,192,958
0 52,691,777

37,337,185,393 109,180,768
37,337,185,393 16,178,218

( 36,005,159,158 ) 27,857,834,362
0 47,694,489,420
0 4,973,992,594
0 52,668,482,014
0 0
0 0
0 0
0 0
0 5,929,032,258
0 5,929,032,258
0 0
0 0
0 0

32,780,046,559 0
9,216,652,996 0
3,542,541,031 0

0 0
14,702,815,673 0

( 4,999,669,268 ) 0
( 0 ) 0
( 9,703,146,405 ) 0

11,010,000 0
0 110,748,265
0 11,660,757

5,303,200,000 54,664,203
3,826,859 9,392,038

34,583,620,217 6,968,145
( 0 ) 0

0 2,378,022
578,750,910 1,251,769

33,709,176,925 5,064,500
295,692,382 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

1,058,406,215 0
2,650,666 0

637,900,000 0
660,000 0

0 0
173,081,616 0

0 6,016,128
0 0
0 12,387,603

26,033,013 965,100
0 0
0 358,095

89,527,352 30,233,955
128,553,568 0

0 0
595,987,337 96,891,121
244,191,304 10,904,937
223,858,022 0

0 7,130,442
0 0

127,938,011 32,635,870
1,236,458 86,744,251,319
222,036 18,567,294,441

0 8,603,958,887
0 603,958,887

1,014,422 8,000,000,000
0 0
0 2,955,022,084
0 2,955,022,084

32,635,870 0
△ 1,970,828,598 7,008,313,470

( △ 1,712,026,578 ) 910,500,000
0 6,097,813,470

特 別 積 立 金 5,000,000,000
（ う ち 目 的 積 立 金 ） ( 0 )
繰 越 金 0
未 処 分 剰 余 金 1,097,813,470

0
0
0
0
0

105,311,545,760
11,999,880

合              計 105,323,545,640 合              計 105,323,545,640
期 中 損 益

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益
土 地 再 評 価 差 額 金

負 債 及 び 純 資 産 計

（ う ち 個 別 貸 倒 引 当 金 ） 利 益 準 備 金
そ の 他 の 引 当 金 そ の 他 利 益 剰 余 金

自 己 優 先 出 資
自 己 優 先 出 資 申 込 証 拠 金

再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 資 産 資 本 準 備 金
債 務 保 証 見 返 そ の 他 資 本 剰 余 金
貸 倒 引 当 金 利 益 剰 余 金

そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 優 先 出 資 金
前 払 年 金 費 用 優 先 出 資 申 込 証 拠 金
繰 延 税 金 資 産 資 本 剰 余 金

ソ フ ト ウ ェ ア 純 資 産
の れ ん 出 資 金
リ ー ス 資 産 普 通 出 資 金

建 設 仮 勘 定 再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 債 務 保 証

無 形 固 定 資 産 負 債 計

建 物 そ の 他 の 引 当 金
土 地 特 別 法 上 の 引 当 金
リ ー ス 資 産 繰 延 税 金 負 債

そ の 他 の 資 産 役 員 賞 与 引 当 金
本 支 店 勘 定 退 職 給 付 引 当 金

有 形 固 定 資 産 役 員 退 職 慰 労 引 当 金

金 融 商 品 等 差 入 担 保 金 本 支 店 勘 定
リ ー ス 投 資 資 産 代 理 業 務 勘 定
仮 払 金 賞 与 引 当 金

先 物 取 引 差 金 勘 定 未 払 送 金 為 替
保 管 有 価 証 券 等 仮 受 金
金 融 派 生 商 品 そ の 他 の 負 債

前 払 費 用 金 融 商 品 等 受 入 担 保 金
未 収 収 益 リ ー ス 債 務
先 物 取 引 差 入 証 拠 金 資 産 除 去 債 務

未 決 済 為 替 貸 売 付 商 品 債 券
全 信 組 連 出 資 金 売 付 債 券
そ の 他 出 資 金 金 融 派 生 商 品

買 入 外 国 為 替 先 物 取 引 差 金 勘 定
取 立 外 国 為 替 借 入 商 品 債 券

そ の 他 資 産 借 入 有 価 証 券

外 国 為 替 厚 生 年 金 基 金 未 払 割 賦 金
外 国 他 店 預 け 職 員 預 り 金
外 国 他 店 貸 先 物 取 引 受 入 証 拠 金

手 形 貸 付 未 払 配 当 金
証 書 貸 付 払 戻 未 済 金
当 座 貸 越 払 戻 未 済 持 分

貸 出 金 未 払 法 人 税 等
（ う ち 金 融 機 関 貸 付 金 ） 前 受 収 益
割 引 手 形 未 払 諸 税

投 資 信 託 未 決 済 為 替 借
外 国 証 券 未 払 費 用
そ の 他 の 証 券 給 付 補  備 金

（ そ の 他 社 債 ） 売 渡 外 国 為 替
株 式 未 払 外 国 為 替
貸 付 信 託 そ の 他 負 債

社 債 外 国 為 替
（ 公 社 公 団 債 ） 外 国 他 店 預 り
（ 金 融 債 ） 外 国 他 店 借

国 債 売 現 先 勘 定
地 方 債 債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金
短 期 社 債 コ マ ー シ ャ ル ・ ペ ー パ ー

商 品 政 府 保 証 債 再 割 引 手 形
そ の 他 の 商 品 有 価 証 券 売 渡 手 形

有 価 証 券 コ ー ル マ ネ ー

商 品 有 価 証 券 借 用 金
商 品 国 債 借 入 金
商 品 地 方 債 当 座 借 越

債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金 外 貨 預 金
買 入 金 銭 債 権 [ 小 計 ]
金 銭 の 信 託 譲 渡 性 預 金

買 入 手 形 定 期 積 金
コ ー ル ロ ー ン [ 小 計 ]
買 現 先 勘 定 非 居 住 者 円 預 金

預 け 金 納 税 準 備 預 金
( う ち 全 信 組 連 預 け 金 ) [ 小 計 ]
譲 渡 性 預 け 金 定 期 預 金

外 国 通 貨 貯 蓄 預 金
金 通 知 預 金

預 け 金 別 段 預 金

現 金 預 金 積 金
現 金 当 座 預 金
（ う ち 小 切 手 ・ 手 形 ） 普 通 預 金

都道府県名 福島県

資　　　　　　　　　　産 負　債　及　び　純　資　産

科　　　　　目 科　　　　　目

基準日(西暦年/月) 5
金融機関コード
金融機関名 相双五城信用組合
担当部署 総合企画部経理課
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192, 914, 881
0
0

0
0
0

11

11
0

0

0
0

12

12
0

6, 444, 328
1, 362, 861

0

0

0
0
0

0
0

0

96, 876
0
0

1, 015, 221
14, 278, 753

60, 147, 340

192, 914, 881

162, 013, 718

0

0
0

30, 901, 163

0
0

0
0

0
0

1

0

0
54, 305

0
1

0

0

0
0

0
0

0

0
0
0

0

0
0

0

0
0

0

54, 305

8, 038, 700
0

124, 956
1, 913, 702

0

0
2, 870, 253

23, 167, 466

0

13, 140, 785

7, 973, 144

0
0

10, 011, 802

0

0
0

0

0
0

0

0

0
0

0
0

0

0
60, 580, 500

0

0

96, 876
0

93, 734, 207

31, 126, 833
31, 126, 833

0
93, 734, 2077, 807, 189

28 5

2095

60, 563, 531

75, 441, 314

21, 385, 027

7, 079, 601

0

3, 308, 681
3, 770, 920

0

0
0
0
0

0

39, 480

0

39, 480
0
0

122, 000
0
0

232, 260

354, 260

0

0
0

0

( )


